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「東京都がん対策推進計画（第三次改定）素案（案）」の概要
■都道府県が、がん患者に対するがん医療の提供状況等を踏まえ策定する、がん対策の推進に関する計画（がん対策基本法第12条第1項）

■計画期間は、令和６年度から令和11年度までの６年間

【全体目標】誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての都民とがんの克服を目指す

Ⅳ 「基盤の整備」分野

１ がん登録の推進 ２ がんに関する研究の推進 ３ がんに対する正しい理解の促進 ４ 患者・市民参画の推進

Ⅰ 「がん予防」分野

１ がんのリスクの減少（がんの一次予防）

に向けた取組の推進
(1)生活習慣及び生活環境に関する取組の推進
(2)感染症に起因するがんの予防に関する取組

の推進
２ がんの早期発見（がんの二次予防）

に向けた取組の推進
(1)がん検診の受診率向上に関する取組の推進
(2)科学的根拠に基づくがん検診の実施及び質

の向上に関する取組の推進

Ⅱ 「がん医療」分野

１ がん医療提供の充実
(1)成人・小児の拠点病院等における医療提供

体制の充実
(2)地域の医療機関におけるがん医療提供体制

の充実
２ がんと診断された時からの切れ目のない

緩和ケアの提供
(1)都内の緩和ケアの提供体制の充実
(2)緩和ケアに係る人材育成の充実・強化
(3)都民の緩和ケアに関する正しい理解の促進
３ 小児・AYA世代のがん医療に特有の事項
(1)ＡＹＡ世代がん患者に関する事項
(2)小児・ＡＹＡ世代のがん患者に共通の事項
４ 高齢者のがん医療に特有の事項

Ⅲ 「がんとの共生」分野

１ 相談支援の充実
(1)がん相談支援センター
(2)患者団体・患者支援団体
(3)ピアサポート及び患者サロン
２ 情報提供の充実
３ 社会的な問題への対応
(1)治療と仕事の両立支援
(2)就労以外の社会的な問題への対応
４ ライフステージに応じた患者・家族支援
(1)小児・AYA世代
(2)壮年期
(3)高齢者

Ⅰ 「がん予防」分野別目標

科学的根拠に基づく
がん予防・がん検診の充実

Ⅱ 「がん医療」分野別目標

患者本位で持続可能な
がん医療の提供

Ⅲ 「がんとの共生」分野別目標

がんとともに尊厳を持って安心して
暮らせる地域共生社会の構築

【資料３ー１】
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「東京都がん対策推進計画（第三次改定）素案（案）」の分野別施策①

分野 取組項目 主な取組の方向性

Ⅰ
がん
予防

１ がんのリスクの減少
（がんの一次予防）
に向けた取組の推進

生活習慣及び生活環境
に関する取組

〇喫煙、受動喫煙
〇食生活、身体活動量等

感染症に起因するがんの予防 〇肝炎ウイルス、HPV、HTLV-1、ヘリコバクター・ピロリ

２ がんの早期発見（がんの二次予防）に向けた取組
の推進

〇がん検診の受診率向上に向けた関係機関支援、普及啓発

〇科学的根拠に基づく検診実施、質の向上
〇職域における適切な検診実施に向けた支援

Ⅱ
がん
医療

３ がん医療提供
の充実

拠点病院等
及び小児がん拠点病院等

〇拠点病院間の役割分担の整理と明確化を通した持続可能ながん医療提供体制の構築
〇高度な治療の提供体制の整備
〇支持療法に関する専門外来へのアクセスの向上、周術期口腔ケアの推進

地域の医療機関
〇二次保健医療圏における連携体制の構築推進
〇在宅医療提供体制の強化、在宅医療を担う人材の育成

４ がんと診断された時からの
切れ目のない緩和ケアの提供

〇診断時からの経時的な苦痛・つらさの把握と適切な対応の推進
〇診断時の支援の充実
〇拠点病院等と地域・在宅医療機関の間で多職種による地域連携の推進

〇緩和ケアに係る研修実施、緩和ケアに係る人材育成の支援

〇都民向けの普及啓発及び患者・家族向けの普及啓発の推進

５ 小児・AYA世代
のがん医療に
特有の事項

AYA世代がん患者に
関する事項

〇AYA支援チームの設置の推進
〇成人領域と小児領域の連携の推進

小児・AYA世代のがん患者に
共通の事項

〇長期フォローアップ提供体制の検討、長期フォローアップ対応状況の可視化
〇妊孕性温存療法の実施体制の充実

６ 高齢者のがん医療に特有の事項
〇医療機関と介護事業所等の連携の推進
〇意思決定支援の推進
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「東京都がん対策推進計画（第三次改定）素案（案）」の分野別施策②
分野 取組項目 主な取組の方向性

Ⅲ
がん
との
共生

１ 相談支援の充実

〇がん相談支援センターへ患者・家族を繋ぐための取組の推進
〇がん相談支援センターの機能の充実
〇がん相談支援センターにおける多様な相談ニーズへの対応、アクセシビリティの向上

〇患者団体・患者支援団体等に関する情報掲載の推進

〇ピア・サポーターの提供推進、患者サロンの開催支援、開催情報の発信強化

２ 情報提供の充実

〇東京都がんポータルサイトの周知、効果的な情報発信の推進

〇東京都がん診療連携協議会及び小児がん拠点病院と連携した情報発信の推進

〇科学的根拠に乏しい情報に対する注意喚起

〇情報発信における多言語対応の推進、多言語対応状況の可視化

３ 社会的な問題への
対応

治療と仕事の両立支援
〇診断直後の退職防止、新規就労・再就職への支援
〇職場における柔軟な働き方の制度の導入・活用促進や、風土づくりの促進
〇がん相談支援センターにおける両立支援の推進

就労以外の社会的な問題への対応 〇アピアランスケアの推進、院内全体で自殺リスクに対応する体制整備

４ ライフステージ
に応じた
患者・家族支援

小児・AYA世代
〇在宅療養に対する支援の充実
〇きょうだい支援、子育て中の患者・家族への支援の推進

壮年期
〇診断直後の退職防止、職場における柔軟な働き方の制度の導入・活用促進
〇介護中のがん患者への支援

高齢者 〇医療機関と介護事業所等の連携、意思決定支援、介護中のがん患者への支援

Ⅳ
基盤
の
整備

１ がん登録の推進
〇全国がん登録の質の向上及び利活用の推進

〇院内がん登録の質の向上及び利活用の推進

２ がんに関する研究の推進 〇東京都医学総合研究所及び東京都健康長寿医療センターにおけるがん研究の推進

３ がんに関する正しい理解の促進
〇学校におけるがん教育の推進

〇あらゆる世代に対する理解促進及び啓発の推進

４ 患者・市民参画の推進 〇多様ながん患者・家族や市民の参画の機会の確保


